
はい

　いいえ

はい

いいえ
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※県の要請対象外 ※営業時間の短縮については、対象外

      はい

※酒類の提供は19時まで

いいえ

※酒類の提供は19時まで

遊興施設、運動・遊戯施設、大学・学習

塾、商業施設　等

愛知県・市町村新型コロナウィルス感染症対策協力金　フローチャート�

　　　　　　　　　　　　愛知県の休業要請、営業短縮要請期間は、4/17（金）～5/6（水）

　　　　　　　　　　　　飛島村の休業要請、営業短縮要請期間は、4/29（水）～5/6（水）

１　愛知県の休業要請の対象業種である。
4/17（金）または4/18（土）（それ以前も可）～5/6

（水）まで休業。

 ただし、面積要件の緩和により、支給対象となる施設

で、4/23（木）～5/6（水）まで休業。

※県・村　50万円の支給対象となった場合には、村単独の25万円は対象となりません。

県・村　協力金　50万円
はい

２　愛知県の営業時間の短縮を要請する

　　施設である。

　食事提供施設

（宅配・テイクアウトを除く。）

　飲食店・料理店・喫茶店・居酒屋　等

以前からの営業時間が朝５時から20時までの間であ

る。
4/29（水）～5/6（水）まで休業。

変わらず営業をしている。

以前からの営業時間が20時以降である。

村単独　25万円

協力金　なし

※営業時間の短縮要請について

は、下の表へ

村単独　25万円

変わらず営業をしている。 協力金　なし

4/29（水）～5/6（水）まで休業。

県・村　協力金　50万円

村単独　25万円

協力金　なし

4/17（金）または4/18（土）（それ以前も可）～5/6

（水）営業時間の短縮または休業。

4/29（水）～5/6（水）まで、営業時間の短縮または

休業。


